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20年度通常枠の経費精算報告書を助成システムに実装するにあたり、様式２.支出明細書も実装する方向

で検討を行っておりましたが、この度、実装を見合わせることになりましたので、その背景および今後の

対応についてご説明いたします。 

なお、2021年 12月にご案内しましたとおり、「業務改善プロジェクトチーム」の提言等を踏まえ、支出

明細書の利用は任意とさせていただいております（2022 年 4 月適用開始）。今回のご案内は、引き続き

支出明細書を利用されている資金分配団体及び実行団体様向けとなります。 

 

＜システム実装見合わせの理由＞ 

支出明細書では、目的区分ごとに収支管理簿・現金出納帳から転記した明細に対して、支払証拠書類の番

号を記載します。一度付した支払証拠書類番号は、その後変わらないようにする必要がありますが、収支

管理簿・現金出納帳が後から更新される場合があることから、番号の維持が難しい状況となっておりま

す。 

一例ですが、収支管理簿に最初は 5 万円分の委託費を登録していたが、後から修正により 3 万円の支払

手数料と 2 万円の委託費に分けるような場合、支出明細書において 5 万円分の委託費に付番された支払

証拠書類番号を 2 万円の委託費に紐づけることは難しく、こういった様々な変更の積み重ねにより、一

度付番したはずの支払証拠書類の番号が複数見当たらないといった状況になりかねないことが懸念され

ます。 

このように、収支管理簿・現金出納帳が後日修正される場合においても、支出明細書における支払証拠書

類番号の信頼性・有効性を維持することは難しいと判断し、支出明細書の実装は行わないことといたし

ました。 

 

＜今後の対応（2022年度申請・2023年度以降の申請）＞ 

現在、支出明細書をご利用いただいている方々には、助成システムへの移行を実現するために以下のご

対応をお願い申し上げます。 

 

2022年度に支出した経費について、 



エクセル様式の支出明細書に付番して月次精算報告を実施している場合は、そのまま継続してご利用い

ただき、支払証拠書類とともに助成システムに添付してご提出ください。この場合、エクセルの精算様式

と助成システムに登録した収支管理簿・現金出納帳のデータが相違しないようにご留意をお願いします。 

現時点で助成システムに登録せずに月次精算報告を実施している場合は、年度末精算報告の前までに、

2023年 3月分までのエクセル様式のデータを助成システムの月次精算報告画面に登録してください。 

 

2023年度以降に支出した経費について、 

収支管理簿・現金出納帳の「支払証拠書類の番号」欄に付番をお願いいたします。これは情報を一元的に

保持し、またシステムとエクセルの 2重管理による誤りを防ぐ観点からのお願いです。 

 「支払証拠書類の番号」の提出方法 

2022 年度支出分まで エクセル様式の支出明細書を助成システムに添付して提出 

2023 年度支出分以降 助成システムの収支管理簿・現金出納帳に登録 

 

＜目的区分ごとに支払証拠書類番号を確認・入力する方法（支出明細書の代替運用方法）＞ 

助成システムの月次精算報告データをエクセル出力したうえで、収支管理簿・現金出納帳の「目的区分」

欄でフィルターをかけることで、引き続き目的区分ごとに付番や確認ができます。 

＊参考：操作イメージ 

フィルターをかけて該当の目的区分を選択 

 
 

選択した目的区分の明細に対して付番・確認 

① ▼ボタンをクリック 

② 目的区分を選択 



 
 

事業期間中の様々な運用変更により、ご迷惑をおかけしており大変申し訳ございません。 

本変更による個別事業に関するご相談は JANPIA担当 POまでお問合せください。 

 

以上 


